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催
し

精
神
障
が
い
を
知
る
た
め
の

国
東
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
く
に
さ
き

　
心
に
病
が
あ
る
人
も
な
い
人

も
安
心
し
て
暮
ら
し
、
働
く
こ

と
が
で
き
る
地
域
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。
た
く
さ
ん
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時
　
６
月
29
日

（土）

午
後
９
時
30
分
～
午
後
０
時
30
分

場
所
　
ア
ス
ト
く
に
さ
き

　
　
　
ア
グ
リ
ホ
ー
ル

内
容
　
講
演
「
ま
ず
知
る
こ
と

か
ら
は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か
」

（
講
師
：
三
角
ベ
ー
ス
　
荘
司

壽
子
理
事
長
）、
体
験
発
表
、

家
族
の
声
、
意
見
交
換
、
輝
く

ピ
ア
ホ
ー
ム
空
手
演
武
等

問
　
福
祉
事
務
所

　
　
障
が
い
福
祉
係

☎
０
９
７
８

－

72

－

５
１
６
４

FAX
０
９
７
８

－

72

－

５
１
７
１

お
知
ら
せ

難
病
等
の
方
々
が
障
が
い
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
の
対
象
と
な
り
ま
し
た

　
障
害
者
総
合
支
援
法
の
施
行

に
よ
り
障
が
い
者
の
範
囲
が
広

が
り
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
所

持
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
必

要
と
認
め
ら
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
（※）
の
受
給
が
可
能
と
な
り
ま

し
た
。

　
（※）
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、

相
談
支
援
、
補
そ
う
具
及
び
日

常
生
活
用
具
が
該
当
。
障
害
児

に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
の

障
害
児
通
所
支
援
や
障
害
児
入

所
支
援
も
該
当
し
ま
す
。

対
象
者
　
難
病
等
の
対
象
疾
患

に
よ
る
障
が
い
が
あ
る
方
々
。

（
対
象
疾
患
に
つ
い
て
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

手
続
き
　
対
象
疾
患
に
罹
患
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
証
明
書

（
診
断
書
ま
た
は
特
定
疾
患
医

療
受
給
者
証
等
）
を
持
参
の
う

え
、
福
祉
事
務
所
か
各
総
合
支

所
市
民
健
康
課
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。（
申
請
内
容
に
よ
り
手

続
き
に
１
～
２
ヶ
月
程
度
の
期

間
が
必
要
で
す
）

問
　
福
祉
事
務
所

　
　
障
が
い
福
祉
係

☎
０
９
７
８

－

72

－

５
１
６
４

FAX
０
９
７
８

－

72

－

５
１
７
１

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を

　
６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
を

受
け
る
た
め
に
は
、
現
況
届
が

必
要
で
す
。
現
況
届
は
毎
年
６

月
１
日
の
状
況
を
把
握
し
、
６

月
分
以
降
の
児
童
手
当
等
を
引

き
受
け
る
要
件
（
児
童
の
監
督

や
保
護
、生
計
同
一
関
係
な
ど
）

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

提
出
が
な
い
場
合
は
手
当
が
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限
　
６
月
28
日

（金）

提
出
先
・
問

福
祉
事
務
所
　
家
庭
福
祉
係

☎
０
９
７
８

－

72

－

５
１
６
４

国
見
総
合
支
所

　
地
域
市
民
健
康
課

☎
０
９
７
８

－

82

－

１
１
１
２

武
蔵
総
合
支
所

　
地
域
市
民
健
康
課

☎
０
９
７
８

－

68

－

１
１
１
２

安
岐
総
合
支
所

　
地
域
市
民
健
康
課

☎
０
９
７
８

－

67

－

１
１
１
４

国
東
市
商
工
会
商
品
券

販
売
中

　
商
工
会
で
は
５
０
０
円
の

商
品
券
を
４
７
５
円
で
販
売

中
。
限
度
額
は
一
世
帯
あ
た
り

１
０
０
万
円
、
市
内
在
住
の
方

に
限
り
ま
す
。
事
前
予
約
・
配

達
も
可
能
で
す
。

問国
東
市
商
工
会
本
所

☎
０
９
７
８

－

72

－

２
０
０
０

国
見
支
所

☎
０
９
７
８

－

82

－

０
１
４
７

武
蔵
支
所

☎
０
９
７
８

－

68

－

０
４
８
５

安
岐
支
所

☎
０
９
７
８

－

67

－

０
５
５
９

銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
会

　
銃
砲
刀
剣
類
登
録
証
が
つ
い

て
い
な
い
古
式
銃
砲
や
刀
剣
類

は
所
持
で
き
ま
せ
ん
。

　
必
ず
銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査

会
で
登
録
証
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

日
程
　
７
月
10
日

（水）
奇
数
月
の

第
２
水
曜
日
に
開
催

時
間
　
午
後
１
時
～
５
時

会
場
　
県
庁
舎
別
館

　
　
　
８
階
84
会
議
室

必
要
な
も
の
　
現
物
、
発
見
届

出
済
証
、
登
録
手
数
料
（
１
件

６
、３
０
０
円
）

※
家
族
以
外
の
代
理
人
は
委
任

状
が
必
要

問
　
県
教
育
庁
文
化
課
　
文
化
財
班

☎
０
９
７

－

５
０
６

－

５
４
９
３

情
く ら し の

コ ー ナ ー

報
█ 国東市役所　　　☎（0978）72-1111（代）
█ 国見総合支所　　☎（0978）82-1111（代）
█ 武蔵総合支所　　☎（0978）68-1111（代）
█ 安岐総合支所　　☎（0978）67-1111（代）
█ 国東市消防本部　☎（0978）72-1101
█ 国東市民病院　　☎（0978）67-1211（代）


